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【地域連携ネットワークの三つの役割】 

    

ア 権利擁護支援の必要な人の発見・支援 

     

イ 早期の段階からの相談・対応体制の整備 

    

ウ 意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制度の運用に資する支援 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

チームを支える地域連携ネットワーク 

中 核 機 関 社会福祉協議会 家庭裁判所 

専門職団体 医療関係団体 

地域包括支援 

センター 

福祉事業団体 

障害者基幹相談 

支援センター 

障害福祉ｻｰﾋﾞｽ 

事業者団体 



                               【参考】 

中核機関に求められる機能 

 

ア 広報機能 

   成年後見制度を含めた高齢期への備えの広報に幅広く取り組むとともに、 

  成年後見制度に関わる各団体と連携し、成年後見制度が関係する各団体が 

  効果的な広報を活発に行えるよう配慮・助言を行う。 

イ 相談機能 

   心身・財産の保護の必要が生じる前、又は必要となった早期の段階から、 

  成年後見制度の利用について相談できる窓口を設ける。 

   また、関係団体等の相談窓口の情報の集積を行い、相談者の状態に応じ 

  た適切な相談窓口の情報等を提供できる体制を整備する。 

ウ 成年後見制度利用促進機能 

認知症高齢者等が適切な成年後見人等を得られるよう、ボランティアと 

して後見業務を行う市民後見人の養成とその名簿を備えると共に、成年  

後見人等を担う法人の協力を得て法人後見人の名簿を備えるよう努める。 

   また、親族後見人、市民後見人等の専門的知識を持たない成年後見人等 

  を支援するため、親族後見人等に向けた研修を実施するなど、成年後見人 

  等を支援する取り組みを実施する。 

エ 後見人支援機能 

   成年後見人や成年被後見人などを支えるチームとなる介護支援専門員、 

  相談支援専門員、介護・障害福祉事業者等と成年後見人等との協議の場を 

  調整するほか、チームでは解決できない問題に関して、地域ケア会議等で 

  の検討の依頼、家庭裁判所への情報の提供を行う。 

   また、専門職後見人からの軽易な相談に対応するとともに、地域連携ネ 

  ットワークを活用した専門職後見人間の連携の強化を図る。 

オ 不正防止効果 

   親族後見人等への研修やチームとしての対応により、後見活動の不正の

防止を図る。 
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